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青森 14 9 5 2 1
弘前 15 9 6 3 1
八戸 14 9 5 2 1
五所川原 7 5 2 1 1
上十三 9 6 3 2 1
むつ 6 4 2 1 1

合計 65 42 23 11 6
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表　1999年から2006年（34週）までの報告数

全　国 青森県

1999 751 4

2000 759 3

2001 585 2

2002 575 2

2003 509 1

2004 533 1

2005 559 2

2006（34週まで） 269 3

　　　    保　健　所　名 増減数

    疾 患 番 号 ・ 疾 患 名 数 定点 数 定点 数 定点 数 定点 数 定点 数 定点 数 定点 (前週からの増減）

(72)  イ  ン  フ  ル  エ  ン  ザ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.17 1 0.02 1
(60)  咽    頭    結    膜    熱 0 0.00 0 0.00 2 0.22 0 0.00 3 0.50 4 1.00 9 0.21 3
(61)   A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎 4 0.44 8 0.89 1 0.11 0 0.00 2 0.33 1 0.25 16 0.38 0
(62)  感  染  性  胃  腸  炎 13 1.44 14 1.56 10 1.11 0 0.00 6 1.00 18 4.50 61 1.45 14
(63)  水                痘 5 0.56 1 0.11 4 0.44 1 0.20 2 0.33 4 1.00 17 0.40 -24
(64)　手 　  足　   口  　 病 22 2.44 8 0.89 5 0.56 0 0.00 2 0.33 1 0.25 38 0.90 7
(65)  伝    染    性   紅   斑 4 0.44 0 0.00 2 0.22 2 0.40 0 0.00 8 2.00 16 0.38 8
(66)  突    発    性   発 し　ん 7 0.78 5 0.56 10 1.11 0 0.00 8 1.33 6 1.50 36 0.86 -1
(67)  百      日       咳 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
(68)  風 　し　ん 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
(69)  ヘ ル パ ン ギ ー ナ 14 1.56 14 1.56 4 0.44 3 0.60 10 1.67 21 5.25 66 1.57 -13
(70)  麻 しん （ 成 人 を 除 く ） 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -1
(71)  流 行 性 耳 下 腺 炎 4 0.44 11 1.22 6 0.67 1 0.20 6 1.00 7 1.75 35 0.83 -19
(73)  急 性 出 血 性 結 膜 炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
(74)  流  行  性  角  結  膜  炎 0 0.00 1 0.33 1 0.50 4 4.00 0 0.00 0 0.00 6 0.55 -3
(59)　ＲＳウイルス感染症 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -1
(82)　マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 3 3.00 4 0.67 -2
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Ⅰ 第35週の発生動向（2006/8/28～2006/9/3） 

1. 伝染性紅斑については、むつ保健所管内で新たに、警報が出されました。 
2. ヘルパンギーナについては、むつ保健所管内で第28週から、警報が継続しています。 
3. インフルエンザについては、むつ保健所管内で、迅速診断キットによりB型が1件報告されています。 
 
Ⅱ 第35週五類感染症定点把握 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    は警報       は注意報   「空欄」：患者発生数0  

 
Ⅲ 表Ⅱ以外の感染症法対象疾患 （18年計には､今回届出された人数を含む） 
（14）腸管出血性大腸菌感染症(三類全数把握疾患) 青 森保健所管内：1人   （18年計38人） 
（55）梅毒(五類全数把握疾患)   上十三保健所管内：1人   （18年計 3人） 
 

                 梅梅梅   毒毒毒   
 梅毒は、スピロヘータ（らせん状グラム陰性細菌）の一種である梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)
を病原体とする感染症です。以前は性感染症を代表する疾患でしたが、近年は抗生物質の開発により減少
しました。本県では、過去 7年間において 1人～4人/年の報告数です。しかし、全国的には、年間 500人
以上の報告数です（表参照）。 
臨床的な特徴と感染時期により、以下のように分けられています。 
第Ⅰ期梅毒：感染後 3～6週間の潜伏期の後に感染局所に初
期硬結や硬性下疳、無痛性の鼠径部リンパ節腫脹がみられる。 
第Ⅱ期梅毒：感染後 3 カ月を経過すると皮膚や粘膜に梅毒
性バラ疹や丘疹性梅毒疹、扁平コンジローマなどの特有の発
疹が見られる。 
晩期顕症梅毒：ゴム腫、梅毒による心血管症状、神経症状、
眼症状などが認められることがある。 
先天梅毒：梅毒に罹患している母体から出生した児に発症。 
 
先天梅毒以外の感染は、性行為または類似の行為によって
感染力を持つ病変から感染します。潜伏期間は約３週間であ
り、第Ⅰ期、第Ⅱ期の皮膚、粘膜病変が存在している期間が
感染しやすい時期です。ワクチンが無いので、感染者との性
行為または類似行為を避けることが唯一の予防です。 

（2006年第35週）


